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○
内
閣
府
令
第
六
十
五
号

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
十
七
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
五
の
五
」
の
下
に
「
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形
の
反
射
部
若
し

く
は
蛍
光
反
射
部
を
有
す
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
十
八
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
五
の
六
」
を
「
別
記
様
式
第
五
の
五
に
定
め
る
様
式
の
中
空
の
正
立
正
三
角
形

の
蛍
光
反
射
部
を
有
す
る
も
の
又
は
別
記
様
式
第
五
の
六
」
に
、
「
け
い
光
部
及
び
非
け
い
光
部
」
を
「
蛍
光
部
及
び
非
蛍
光

部
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
け
い
光
」
を
「
蛍
光
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

蛍
光
の
色
に
あ
つ
て
は
赤
色
又
は
橙
色
で
あ
り
、
非
蛍
光
部
の
色
に
あ
つ
て
は
赤
色
で
あ
る
こ
と
。

と
う
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別
記
様
式
第
五
の
五
及
び
別
記
様
式
第
五
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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備考 １ 図中の「反射部又は蛍光反射部」は、昼間用停止表示

器材にあつては、「蛍光反射部」とする。

２ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

別記様式第五の五（第九条の十七、第九条の十八関係）

反射部又は蛍光反射部
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別記様式第五の六（第九条の十七、第九条の十八関係）

備考 １ 図中の「非蛍光部」は、夜間用停止表示器材にあつては、

「反射部」とする。

２ 蛍光部の面積は、247平方センチメートル以上とする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

非蛍光部

蛍光部
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附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。


